
准看護師から看護師を目指す方

医師を目指す方

　准看護師資格をお持ちで、看護師資格を取りたいと考えている方へ修学
資金を貸付けします。
　しかも、看護師国家資格取得後、一定期間を多治見市・瑞浪市・土岐市
（以下「３市」）で看護師として勤務した場合、貸付金の返還を免除します。

　在学中にかかる授業料や教材費、下宿にかかる生活費のために、過度な
アルバイトをすることなく、学業に専念できます。また、指定病院での勤
務に抵抗がなければ、将来の勤務先を確保することにもなります。

　奨学生の方は、一定期間を指定する医療機関で勤務した場合、貸付金の返還
を免除します。
対象となる医療機関
多治見市民病院（令和6年度募集なし）、中津川市民病院、市立恵那病院、国民
健康保険上矢作病院、新東濃厚生病院と土岐市立総合病院の統合後の新病院

制度名制度名
　東濃西部看護師等確保修学資金貸付制度
　～進学者に対する貸付金～
貸付対象者貸付対象者
　令和6年4月1日時点で以下①～③のいずれかに該当する方
　　①多治見市医師会准看護学校卒業生
　　②土岐医師会准看護学校卒業生
　　③3市在住の准看護師資格を有する者
貸付金額貸付金額
　看護学校の修学に係る費用：月額45,000円（上限）
　※授業料、通学費及び住居費の合計額
利子利子
　無利子
　※�ただし、返還が生じた際、請求期日以降は延滞利

息が発生します。

返還について返還について
・�貸付を受けた期間に相当する期間、３市の病院等にお
いて常勤の看護師として勤務した場合、全額返還免除
になります。
　（例）貸付を３年受けた方→３年間の勤務で全額免除
・条件を満たさない場合は、返還義務が生じます。
募集期間募集期間
　令和６年4月１日～令和６年5月31日（書類必着）
詳細詳細
　東濃西部広域組合ホームページをご覧ください。
　募集要領も掲載しています。

制度名制度名
　東濃地域医師確保奨学資金等貸付制度
貸付対象者貸付対象者
　�令和６年4月1日時点で医学部学生・大学院生または
医師で、臨床研修、専門研修を受けている方または
受けようとする方
募集人数募集人数
　4名程度
貸付金額貸付金額
　月額20万円（大学入学時に別途60万円の貸付金あり）

返還返還
　�指定医療機関に勤務できなくなった場合等は、貸付
金総額と年利10%の利子分を一括で返金
募集期間募集期間
　令和6年4月1日 ~令和6年5月13日（書類必着）
詳細詳細
　東濃西部広域組合ホームページをご覧ください。
募集要領も掲載しています。

東濃西部広域行政事務組合

東濃西部広域行政事務組合

制度利用者の声

平成20年度
奨学生
水野医師
（土岐市立総合病院）

広域だより　令和6年 3月 3


